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令和８年度 九州大学基金支援助成事業     

九州大学企業型冠奨学金  

「ヤマウ奨学金」募集要項 

１． 趣旨・目的 
本奨学金は、株式会社ヤマウによる九州大学基金への寄附に基づく給付型の奨学金制度です。 
学業に優れ、将来、インフラ整備を通して安全・安心で快適なまちづくりを志す優秀な人材を社

会に輩出すべく次代を担う若者を育てることを目的としています。 
 
２． 応募資格 

次の（１）～（３）のすべてに該当する者とする。ただし、私費外国人留学生においては、（１）

～（４）のすべてに該当する者とする。ただし、標準修業年限を超過している者（学業又は資質

向上のための留年は含まない）を除く。 
（１） 本学の学士課程又は修士課程に在学する学業・品行ともに優秀である者 
（２） 対象学年は学部２年、３年、４年、修士１年とする。ただし学部４年については本学の

修士課程に進学を希望する者とする。 
（３） 対象学部学科は工学部土木工学科及びⅣ群とし、対象学府は工学府の土木工学専攻とす

る。 
（４） 日本語能力試験１級（N１）レベル程度の日本語でのコミュニケーションが可能な者 

 
３． 採用人数 ３名程度 
 
４． 奨学金の給付額及び期間 
   給付額：年額８５万円  給付期間：１年間 
 
５． 募集期間 

 令和８年５月１１日（月）９：００～５月１５日（金）１７：００まで 

 
６． 申請先および申請方法 

申請先：学務部学生支援課 経済支援係 
申請方法：以下の URL へアクセスし、必要事項を入力のうえ、「７．提出書類」に記載の提出書

類データをアップロードして、申請してください。 
 申請 URL： https://forms.cloud.microsoft/r/YhDXcaGMg6?origin=lprLink 
 

７． 提出書類 
① 成績証明書 

学部 2 年生以上：学部の成績証明書のみ 
学部 3 年次編入学生：学部 1・2 年相当在籍時の成績証明書（該当箇所にハイライト）及び 

学部の成績証明書 
修士課程：学部及び修士課程の成績証明書 

② 私費外国人留学生については、日本語能力試験１級（Ｎ１）の合格証明書のコピー、または、

日本語能力試験１級レベルと同等の実力を有することを証明するもの（例：指導教員の署名

入りのレターなど）。 
※提出書類については、選考を行う支援企業様に提供いたします。 
願書に記載された情報及び申請時に提出の書類は、原則として奨学業務に利用します。 
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８． 選考方法および選考結果の通知 
選考方法：提出された願書をもとに面接による選考を行います。 
     面接日時：６月１１日（木） 場所：九州大学伊都キャンパス 
     ※支援企業による選考を行います。 
選考結果の通知：７月上旬に申請者宛て、学生基本メールにより選考結果を通知します。 

 
９． 他の奨学金との併給の可否について 

（１） 日本学生支援機構奨学金および民間奨学財団の奨学金との併給は可能です。ただし、他

の奨学金において併給が認められない場合は、いずれかを辞退する必要があります。 
（２） 以下の九州大学基金による支援事業との併給はできません。 

中本博雄賞修学支援奨学金、市川節造奨学金、九州大学修学支援奨学金、利章奨学金、 
山川賞、九州大学大学院研究テーマ型（環境保全）奨学金、九州大学未来人材育成奨学

金 
（３） 九州大学未来人材育成奨学金及び他の企業型冠奨学金との併願はできません。 

 
１０． 奨学金の給付時期 

 ８月上旬以降に、年額（８５万円）一括支給します。 
 

１１． 奨学生としての役割 
（１） 奨学生は、本事業にご協力いただいている支援企業に対する感謝の意を伝えるととも

に支援企業代表者との面談などに参加すること。 
（２月実施予定。１回目は（２）の際に実施） 

（２） 支援企業が企画するインターンシップに参加すること。 
日程：２０２６年９月７日（月）～９月１１日（金） 

（３） 年度末に１年間の成果を活動報告書にまとめ、活動報告会に参加すること。 
日程：２０２７年３月２６日（金）予定 

（４） 休学や退学等本学における学籍の身分に変更が生じた場合やその他重要な事項につい

て変更があるときは、直ちに、学務部学生支援課に届け出ること。 
 

１２． 奨学生資格の取り消し 
奨学生が、次のいずれかに該当する場合は、奨学金の給付を廃止し、奨学生資格を取り消しま

す。 
（１） 奨学生の学業または資質向上に係らない事由により休学したとき 
（２） 卒業、退学または除籍により学籍を失ったとき 
（３） 学業成績または性行が奨学生として相応しくない状態になったとき 
（４） 奨学生の義務を履行しなかったとき 
※奨学金が廃止となる場合は、奨学金の返還を求めることがあります。 

 
１３． 支援企業について 

今回、寄附いただいた企業は、次のとおりです。寄附企業には、奨学生の選考にご協力いた

だいています。 
   株式会社ヤマウ HP 
   https://www.yamau.co.jp 
 

【問い合わせ先】 

 学務部学生支援課 経済支援係（伊都地区センター１号館２階） 
 電 話：０９２－８０２－５９３１・５９３２ 
 メール：gagshogaku@jimu.kyushu-u.ac.jp 

 


